
   新宿区暴力団 排除条例  

平成 24 年 10 月 15 日 

条  例  第 5 9 号 

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。） に お け る 暴 力  

団 排 除 活 動 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 区 及 び 区 民 等 の 責 務 を 明 ら

か に す る と と も に 、 暴 力 団 排 除 活 動 を 推 進 す る た め の 措 置 等 を 定

め る こ と に よ り 、 区 民 等 の 安 全 で 平 穏 な 生 活 を 確 保 す る こ と 及 び

事 業 活 動 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  暴 力 団  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 3 年 法 律 第 77 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 2 条 第 2 号 に

規 定 す る 暴 力 団 を い う 。  

⑵  暴 力 団 員  法 第 2 条第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。  

⑶  暴 力 団 関 係 者  暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接

な 関 係 を 有 す る 者 を い う 。  

⑷  区 民 等  次 に 掲 げ る も の を い う 。  

ア  区 の 区 域 内（ 以 下「 区 内 」と い う 。）に 住 所 を 有 す る 者 、区

内 で 働 く 者 、 学 ぶ 者 、 活 動 す る 者 及 び 活 動 す る 団 体 並 び に 区

内 に 滞 在 す る 者  

イ  事 業 （ そ の 準 備 行 為 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） を 行 う 法 人 そ の  

他 の 団 体 及 び 事 業 を 行 う 場 合 に お け る 個 人  

⑸  暴 力 団 排 除 活 動  次 条 に 規 定 す る 基 本 理 念 に 基 づ き 、 暴 力 団

員 に よ る 不 当 な 行 為 を 防 止 し 、 及 び こ れ に よ り 区 民 等 の 生 活 又

は 区 内 の 事 業 活 動 に 生 じ た 不 当 な 影 響 を 排 除 す る た め の 活 動 を

い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 3 条  暴 力 団 排 除 活 動 は 、 暴 力 団 が 区 民 等 の 生 活 及 び 区 内 の 事 業

活 動 に 不 当 な 影 響 を 与 え る 存 在 で あ る と の 認 識 の 下 、 暴 力 団 と 交

際 し な い こ と 、 暴 力 団 を 恐 れ な い こ と 、 暴 力 団 に 資 金 を 提 供 し な

い こ と 及 び 暴 力 団 を 利 用 し な い こ と を 基 本 と し て 、 区 ､区 民 等 ､警

察 及 び 法 第 32 条 の 3 第 1 項 の 規 定 に よ り 東 京 都 公 安 委 員 会 か ら 東

京 都 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー と し て 指 定 を 受 け た 団 体 そ の 他 の

暴 力 団 排 除 活 動 の 推 進 を 目 的 と す る 機 関 又 は 団 体 （ 以 下 「 都 暴 追

セ ン タ ー 等 」 と い う 。） の 相 互 の 連 携 及 び 協 力 に よ り 推 進 す る も  

 の と す る 。  



（ 適 用 上 の 注 意 ）  

第 4 条  こ の 条 例 の 適 用 に 当 た っ て は 、区 民 等 の 権 利 を 不 当 に 侵 害

し な い よ う に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 区 の 責 務 ）  

第 5 条  区 は 、区 民 等 の 協 力 を 得 る と と も に 、警 察 及 び 都 暴 追 セ ン

タ ー 等 と の 連 携 を 図 り な が ら 、暴 力 団 排 除 活 動 に 関 す る 施 策 を 推

進 す る も の と す る 。  

（ 区 民 等 の 責 務 等 ）  

第 6 条  区 民 等 は 、 第 3 条 に 規 定 す る 基 本 理 念 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ

る 行 為 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。  

 ⑴  暴 力 団 排 除 活 動 に 資 す る と 認 め ら れ る 情 報 を 知 っ た 場 合 に

は 、区、警 察 又 は 都 暴 追 セ ン タ ー 等 に 当 該 情 報 を 提 供 す る こ と 。 

⑵  区 が 実 施 す る 暴 力 団 排 除 活 動 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る こ と 。  

⑶  暴 力 団 排 除 活 動 に 自 主 的 に 、か つ 、相 互 に 連 携 し て 取 り 組 む

こ と 。  

２  青 少 年 （ 18 歳 未 満 の 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 教 育 又 は 育 成 に

携 わ る も の は 、 青 少 年 が 、 暴 力 団 が 区 民 等 の 生 活 及 び 区 内 の 事 業

活 動 に 不 当 な 影 響 を 与 え る 存 在 で あ る こ と を 認 識 し 、 暴 力 団 に 加

入 す る こ と 及 び 暴 力 団 員 に よ る 犯 罪 の 被 害 を 受 け る こ と の な い よ

う 、 青 少 年 に 対 し 、 指 導 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う

努 め る も の と す る 。  

（ 暴 力 団 の 威 力 を 利 用 す る こ と の 禁 止 ）  

第 7 条  区 民 等 は 、 債 権 の 回 収 、 紛 争 の 解 決 等 の た め に 、 暴 力 団 員

を 利 用 す る こ と 、 自 己 が 暴 力 団 員 と 関 係 が あ る こ と を 認 識 さ せ る

こ と 等 に よ る 相 手 方 に 対 す る 威 圧 そ の 他 の 暴 力 団 の 威 力 を 利 用 し

て は な ら な い 。  

（ 暴 力 団 等 に 対 す る 利 益 の 供 与 の 禁 止 ）  

第 8 条  区 民 等 は 、 暴 力 団 の 威 力 を 利 用 し 、 暴 力 団 の 活 動 を 助 長  

し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と を 目 的 と し て 、 暴 力 団 若 し く

は 暴 力 団 関 係 者 又 は こ れ ら の も の が 指 定 し た 者 に 対 し て 金 品 そ の

他 の 財 産 上 の 利 益 を 供 与 し て は な ら な い 。  

（ 区 の 行 政 対 象 暴 力 に 対 す る 措 置 ）  

第 9 条  区 は 、 法 第 9 条 第 21 号 か ら 第 2 4 号 ま で 、 第 26 号 及 び 第

27 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 の 行 政 対 象 暴 力（ 暴 力 団 関 係 者 が 、不 正

な 利 益 を 得 る 目 的 で 、 区 又 は 区 の 職 員 を 対 象 と し て 行 う 違 法 又 は

不 当 な 行 為 を い う 。）を 防 止 し 、区 の 職 員 の 安 全 及 び 公 務 の 適 正 か

つ 円 滑 な 執 行 を 確 保 す る た め 、 具 体 的 な 対 応 方 針 の 策 定 そ の 他 の

必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  



（ 区 の 事 務 事 業 に 係 る 措 置 ）  

第 1 0 条  区 は、公 共 工 事 、補 助 金 、交 付 金 等 の 交 付 そ の 他 の 区 の 事

務 又 は 事 業 に よ り 、 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に

資 す る こ と と な ら な い よ う 、 暴 力 団 関 係 者 の 関 与 を 防 止 す る た め

に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 公 の 施 設 に お け る 措 置 ）  

第 1 1 条  区 長 若 し く は 新 宿 区 教 育 委 員 会 又 は 指 定 管 理 者（ 区 が 設 け

た 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 24 4 条 第 1 項 に 規 定 す

る 公 の 施 設 （ 以 下 「 公 の 施 設 」 と い う 。） の 管 理 を 行 わ せ る 同 法  

 第 2 44 条 の 2 第 3 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。） は 、 公 の 施  

 設 の 利 用 に つ い て ､そ の 目 的 又 は 内 容 が 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し ､又

は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と と な る も の と 認 め る と き は 、 当 該 利

用 の 申 請 を 承 認 せ ず 、又 は 当 該 利 用 の 承 認 を 取 り 消 す も の と す る 。 

２  前 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 公 の 施 設 の 利 用 の 不 承 認 又 は 利 用 の

承 認 の 取 消 し に つ い て は 、 当 該 公 の 施 設 の 管 理 に 関 し 定 め る 新 宿

区 条 例 の 規 定 に よ り 行 わ れ た も の と み な し て 、 当 該 新 宿 区 条 例 の

規 定 を 適 用 す る 。  

（ 生 活 保 護 に 係 る 措 置 ）  

第 1 2 条  区 長 は 、生 活 保 護 法（ 昭 和 2 5 年 法 律 第 14 4 号 ）に よ る 保

護 が 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し 、又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と と な

ら な い よ う 、 同 法 に よ る 保 護 を 申 請 し 、 若 し く は 申 請 し よ う と  

し 、又 は 現 に 同 法 に よ る 保 護 を 受 け て い る 者 が 、そ の 申 立 て の 内  

容 及 び 態 度 そ の 他 の 諸 般 の 事 情 を 勘 案 し て 暴 力 団 員 と 疑 わ れ る 場

合 に は 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 広 報 及 び 啓 発 ）  

第 1 3 条  区 は 、区 民 等 が 暴 力 団 排 除 活 動 の 重 要 性 に つ い て 理 解 を 深

め る こ と に よ り 暴 力 団 排 除 活 動 の 気 運 が 醸 成 さ れ る よ う 、 警 察 及

び 都 暴 追 セ ン タ ー 等 と 連 携 し 、 広 報 及 び 啓 発 を 行 う も の と す る 。  

（ 区 民 等 に 対 す る 支 援 ）  

第 1 4 条  区 は 、区 民 等 が 暴 力 団 排 除 活 動 に 自 主 的 に 、か つ 、相 互 に

連 携 し て 取 り 組 む こ と が で き る よ う 、 警 察 及 び 都 暴 追 セ ン タ ー 等

と 連 携 し 、 区 民 等 に 対 し 、 相 談 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う

も の と す る 。  

（ 青 少 年 の 教 育 等 に 対 す る 支 援 ）  

第 15 条  区 は 、 青 少 年 の 教 育 又 は 育 成 に 携 わ る も の が 第 6 条 第 2

項 に 規 定 す る 措 置 を 円 滑 に 講 ず る こ と が で き る よ う 、 警 察 及 び 都

暴 追 セ ン タ ー 等 と 連 携 し 、 職 員 の 派 遣 、 相 談 、 助 言 そ の 他 の 必 要

な 支 援 を 行 う も の と す る 。  



（ 区 民 等 の 安 全 で 平 穏 な 生 活 等 の 確 保 の た め の 措 置 ）  

第 1 6 条  区 長 は 、区 の 施 設 に お い て 行 わ れ る 行 事 に 対 す る 暴 力 団 員

の 関 与 そ の 他 暴 力 団 の 威 力 を 示 し て 行 う 行 為 （ 以 下 「 示 威 行 為 」

と い う 。） が あ る と 認 め る と き は 、 警 察 に 対 し 、 区 民 等 の 安 全 で  

平 穏 な 生 活 等 を 確 保 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 要 請 す る

も の と す る 。  

２  区 長 は 、 公 共 の 場 所 （ 区 の 施 設 を 除 く 。） に お い て 行 わ れ る 行

事 に 対 す る 示 威 行 為 が あ る と 認 め る と き は 、当 該 公 共 の 場 所 の 管

理 者 と 連 携 を 図 り 、区 民 等 の 安 全 で 平 穏 な 生 活 等 を 確 保 す る た め

に 適 切 な 対 応 を 取 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 個 人 情 報 の 提 供 ）  

第 1 7 条  新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 1 7 年 新 宿 区 条 例 第 5 号 ）

第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 実 施 機 関 （ 以 下 「 実 施 機 関 」 と い う 。）

は 、こ の 条 例 に 基 づ き 暴 力 団 排 除 活 動 を 推 進 す る た め 、必 要 に 応

じ て 、警 察 、都 暴 追 セ ン タ ー 等 及 び 区 民 等 か ら 必 要 な 個 人 情 報（ 同

条 第 2 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 を い う 。） の 提 供 を 受 け る こ と が で

き る 。  

２  実 施 機 関 は 、こ の 条 例 に 基 づ き 暴 力 団 排 除 活 動 を 推 進 す る た め

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、保 有 個 人 情 報（ 新 宿 区 個 人 情 報 保 護

条 例 第 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報 を い う 。） を 警 察 に 提

供 す る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 1 8 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 

 こ の 条 例 は 、 平 成 24 年 1 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


